
第３回特別委員会の意見概要 

 

＜都市ビジョンについて＞ 

【草津川の跡地利用】 

 ◆今後の草津市のまちづくりを考えていくうえで旧草津川の今後の利活用が非常に重要。うる

おいネットワークで緑の道として表現しているが、草津市としてどのように考えているのか。こ

の総合計画の中にも、具体的に表現してほしい。 

 

●答弁 

平成１４年５月に今後の旧草津川の土地利用についての基本計画が示されている。県所有

地であり、その土地利用について要望しているところである。現況として住宅が張り付いて

いたり、ＪＲの所有地があるなどの問題もあり、県と共に考えなければいけない。 

県は使用しない部分は処分する考え。市としての考え方はきちんと整理していく。緑も残

していかなければと考えている。政治的、政策的なものもあるが、リーディング事業の中で

出していくことになる。 

●意見を受けての市の考え方 

御提案を「２．まちづくりの基本方向」・「心地よさ」が感じられるまちへ」の中の（うる

おい・景観）に「特に草津川廃川敷地については、周辺の歴史的な資源も含めた総合的な活

用を図ります。」として明記いたしました。 

 

【キャッチフレーズ】 

 ◆キャッチフレーズについて誰が見ても妥当なものである。都市間競争の時代のなかで草津と

してのブランドが必要ではないのか。企業であればコーポレートブランドがあるが、草津と

してのイメージに欠ける。「草津ブランド」をどうやってつくるのかが、見えてこない。リー

ディングプロジェクトで出てくるのかもしれないが・・・・ 

草津の強みを伸ばしていく必要があるのではないか。 

 

 ◆キャッチフレーズ「市民が誇れるふるさと・・・」とあるが抽象的。草津市に１０年後に誇

りと愛着を持てるようなものあるのかは不明確ではないか。説明できるようにしておいて欲

しい。 

●意見を受けての市の考え方 

御意見を受け、「わたしたちが誇る出会いのふるさと 活気と潤いのあるまち 草津 」に修正

いたしました。なお、キャッチフレーズに掲げましたまちとなるようにリーディングプロジェ

クトや基本計画できる限り方向性を示して御意見をいただきたいと考えております。 

 

【まちの構造】 

 ◆まちの構造について山手幹線、平野南笠線などの表示がしてあるが、これは夢を描いている

のか。 

 

●答弁 

今後１０年で出来ることだけを描いているわけではない。できるように考えていくために、

夢は夢であるが何らかのアクションを起こせるようにしておく必要がある。 

●意見を受けての市の考え方 

今回、位置づけておりますまち構造については、市の自然環境と調和した土地利用を基本に

暮らしの基盤を充実させ、さらに、様々な都市機能の集積を誘導して、これらそれぞれがネット
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ワークした、便利で快適なまちの構造として位置づけております。 

御意見の道路につきましては、１０年後に整備するというものではありませんが、市としてま

ちの根幹をなす道路であると位置付けたものであります。 

 

 ◆文化研究交流ゾーンについて滋賀医大が存在するのに福祉という部分が抜けている。 

福祉の分野について入れてください。 

 

●答弁 

検討します。 

●意見を受けての市の考え方 

今回、御意見を踏まえて、「ゾーン」「都市拠点」に文案に「福祉・医療」を明記いたしました。

また、該当する「都市拠点」については名称を「文化・福祉拠点」としいたしました。 

 

 ◆共生ゾーン、文化交流研究ゾーンについて、田もあるし神社、社寺もあり文化もあり、似て

いるのではないか。共生ゾーンにも文化を入れてほしい。３つのゾーン分けについて異議はない。 

 

●意見を受けての市の考え方 

御意見を踏まえて、「文化交流研究ゾーン」を「交流・研究ゾーン」といたしました。 

 

＜その他＞ 

 ◆工業振興計画等が先に策定されているが本来総合計画を受けて策定されるべきものではない

のか。 

 

●答弁 

各部門の計画策定については期日が法定化されている場合もあり、どうしてもタイムラグが出

てしまう。必ずしも総合計画の後に策定するとは限らない。先行するものについては、それぞれ

からエキスを抽出していき、全体的な計画に各施策の手足を付けていくことになる。 

 

●意見を受けての市の考え方 

各部門の計画策定については期日が法定化されている場合もあり、すべて総合計画に基づいて

新たに各部門の計画を策定するようにはなっておりませんが、基本的には、総合計画において、

全体的な計画としてとりまとめ、その方向性を受けて、各部門の計画が策定されるものになりま

す。 

 

 ◆実施計画について３年・４年・４年のスパンで改訂していくということだが、基本計画その

ものについても、その内容について見直しをするという認識でよいのか。 

 

●答弁 

１０年というスパンでは流れに対応できない。マニフェストも考慮する必要があり、また出と

入の財政計画も見据え考えなければならない。先進地では計画期間中に特別の事情などがあれば、

議会に諮りながら（見直しを）進められている。 

 

●意見を受けての市の考え方 

第５次草津市総合計画策定方針に示しておりますように基本計画につきましては、マニフェス

トとの整合を図る期間設定としており、必要に応じて、基本計画を３年・４年・４年で見直し等

を行っていくように考えております。 

 



「安心」が得られるまちへ 

 

健康・保険 この分野の施策は「健康増進課」が主に担当します。 

 

現況と課題（施策領域［Action］ごと；内容はアタリ） 

○ 人生を明るく健やかに過ごすためには「自分の健

康は自分で守り育てる」という自覚を一人ひとり

が持つことが大事です。 

○ ［原則的内容を記載］ 

○  

○ 生活習慣病予防を中心に、市民の健康づくりをよ

りいっそうサポートしていくことが求められま

す。 

○ ［課題を記載］ 

○  

 

■この分野の取り組み  

Action_50   施 策 施 策 の 概 要 

市民の健康づくり 

  
① 健康づくり 

運動の展開 

・ 健康教育や健康相談を実施するとともに、必要に応

じた健康教室を開催し、市民の健康づくりを応援し

ます。   

     

 
  ② 疾病予防対策

の強化 
・ ［施策の概要を端的に記載］ 

  

     

地域医療体制の 

充実支援 

  ① 医療体制整備

の支援 
・  

  

     

 
  ② 救急医療体制

の充実支援 
・  

  

     

医療保険制度等の 

適正運用 

  ① 国民健康保険

制度の運用 
・  

  

     

 
  ② 後期高齢者医

療制度の運用 
・  

  

     

 
  ③ 福祉医療費の

助成 
・  

  

 

■Action_50 が目指す 2020（仮説を提示し、市民会議で設定）  

 

 
メタボリック症候群の 

人が減る！ 

・ ［ゴールとなる状態像を、イメ

ージ・イラストと端的なフレー

ズで表現］ 

 

市民の健康づくり 地域医療体制の充実支援 医療保険制度等の適正運用 

指 標： 指 標： 指 標： 

スタート：（2010値） スタート： スタート： 

計画期間：（2012値） 計画期間： 計画期間： 

ゴ ー ル：（2020値） ゴ ー ル： ゴ ー ル： 

 

 

■私たちに期待される役割（仮説を提示し、市民会議で設定）  

 

 市民 行政 その他 

市民の健康づくり 

   

地域医療体制の充実

支援 

   

医療保険制度等の適

正運用 

   

 

 

（関連データ）

【基本計画の掲載イメージ】 
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「安心」が得られるまちへ 

 

 



 

リーディング・プロジェクト 
 

■ロードマップ  

2020 

 

ゴール： 

構想終期に達成する 

「まちの状態、姿」 

2016 

 

チェック・ポイント： 

第 2 期基本計画の目標と

成果指標（前倒しによる

推進の可能性に対応する

ため） 

2012 

 

チェック・ポイント： 

第 1 期基本計画の目標と成

果指標 

（戦略）課題： 

現時点でまちがどういう状

態にあり、構想を踏まえたま

ちづくりを牽引するために、

何に力をいれていく必要が

あるか（記載しない） 
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参考：横浜市 

 

 



 

国土利用計画について 

 

１．計画の法的位置づけ 

○国土利用計画法第 8条に基づき市町村が策定する計画 

○上位計画 

・滋賀県国土利用計画を基本とする 

・草津市基本構想（総合計画）に即する 

 

【参考】 国土利用計画（市町村計画）の法的位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土利用計画法 

全国計画 

（法第 5 条） 

都道府県計画 

（法第 7 条） 

『滋賀県国土利用計画』 

市町村計画 
（法第 8条） 

草津市国土利用計画 

 

国土形成計画法 

国土形成計画 

（全国計画） 

（法第 6 条） 

 地方自治法 

草津市 

総合計画 

（法第 2 条 4 項） 

土地取引の 

規制 

（法第 16，24 条） 

・許可基準 

・勧告基準 

即
す
る 

基本とする 

基本とする 

基
本
と
す
る 

適
合
す
る 

都市計画 農業振興地域
整備計画 

森林計画 自然公園計画 自然環境保全計画 

即する 

都
市
計
画
区
域 

農
業
振
興
地
域 

国
有
林 

地
域
森
林
計
画
対
象

民
有
林 

国
立
公
園
・
国
定
公

園 都
道
府
県
自
然
公
園 

原
生
自
然
環
境
保
全

地
域 

自
然
環
境
保
全
地
域 

都
道
府
県
自
然
環
境

保
全
地
域 

都市計画法 農業振興地
域の整備に
関する法律 

森林法 自然公園法 自然環境保全法 

土地利用基本計画 

『滋賀県土地利用基本計画』 

（法第 9 条） 

①計画図（5万分の 1） 
・都市地域 
・農業地域 
・森林地域 
・自然公園地域 
・自然保全地域 

②計画書 
・土地利用の調整等に
関する事項 

5つの 
計画 
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国土利用計画法（抜粋） 

（市町村計画）  

第 8 条  市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に関し必要な事項について市町村計画を

定めることができる。  

２  市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするとともに、地方自治法 （昭和二十二年法律

第六十七号）第二条第四項 の基本構想に即するものでなければならない。  

３  市町村は、市町村計画を定める場合には、当該市町村の議会の議決を経なければならない。  

４  市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を十分に反映させるために必要な措置を

講ずるものとする。  

５  市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければな

らない。  

６  都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の

機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。  

７  第三項から前項までの規定は、市町村計画の変更について準用する。  

 



 

 



基本構想 基本計画

1 平成21年4月27日

基本構想（素案）について
１．将来ビジョン
２．まちづくりの基本方向
３．行政の姿勢

－ －

2 平成21年6月上旬

基本構想（案）について
１．将来ビジョン
２．まちづくりの基本方向
３．行政の姿勢

－ －

6月～9月
・市民会議の開催
・総合計画策定懇話
会の開催

平成21年6月25日
～7月24日

基本構想（案）
パブリックコメントの実施

７月5日（日）
シンポジウム

3 平成21年8月中旬
パブリックコメントの意見集約
基本構想の答申

リーディングプロジェクト（案）
基本計画の施策内容

　

4 平成21年10月上旬

基本計画の検討
「人」が輝くまち
「安心」が得られるまち
「心地よさ」が感じられるまち
「活気」があふれるまち

国土利用計画
・第1章　土地の利用に関する基本構想（素案）
・第2章　土地利用目的に応じた区分ごとの規模の
目標及び地域別の概要（素案）
・第3章　第2章に掲げる事項を達成するために必要
な措置の概要（素案）

5 平成21年11月上旬

基本計画の検討
「人」が輝くまち
「安心」が得られるまち
「心地よさ」が感じられるまち
「活気」があふれるまち

国土利用計画（案）取りまとめ

11月中旬から12月中
旬

国土利用計画
パブリックコメントの実施

6
平成21年12月下旬
（予備）

基本計画の検討
「人」が輝くまち
「安心」が得られるまち
「心地よさ」が感じられるまち
「活気」があふれるまち

7 平成22年1月下旬 基本計画の取りまとめ
パブリックコメントの意見集約
国土利用計画取りまとめ

2月下旬
プレイボールフォー
ラム
3月議会
国土利用計画議決

主な審議内容（案）

回数 年月日 備考

平成２１年度　総合計画審議会の今後の予定（案）

国土利用計画に関する内容
総合計画に関する内容
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平成２１年度 総合計画審議会の今後の進め方について（案） 

 

平成 21 年度の総合計画審議会の審議内容としては、基本構想の答申を８月にいただ

く予定をしております。 

それを受けて、引き続き、基本計画や国土利用計画について審議をいただくように考

えおります。 

 そのため、今後の進め方といたしましては、８月に予定しています第８回審議会の後

は、草津市総合計画審議会設置条例施行規則第６条に基づき、「基本計画部会」と「国

土利用計画部会」を置いて、部会により審議をいただき、それぞれ取りまとめをいただ

くように考えております。 

また、それぞれ取りまとめ内容（案）につきまして、最終２月の審議会で確認をいた

だくように考えております。 

 

■基本計画部会 

 

検討する内容 

総合計画策定市民会議や総合計画策定懇話会などの意見を踏まえた基本計画（素案）

について検討をいただきます。 

部会の構成 

 １８名 

 委員の希望を勘案して、審議会会長が指名いたします。 

 

■国土利用計画部会 

 

検討する内容 

国土利用計画において、市がとりまとめをいたします「土地の利用に関する基本構想

（素案）」等について検討をいただきます。 

部会の構成 

 ７名 

 委員の希望を勘案して、審議会会長が指名いたします。 
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氏　名 所　属　等

　勝部　増夫 市農業協同組合　理事長

　川瀬　善行 市自治連合会　会長

　北村　良藏 草津商工会議所　会頭

　京　勇吉 草津・栗東地区労働者福祉協議会　会長

　久保田　久美 公募委員

　肥塚　浩 立命館大学経営学部教授　総長特別補佐

　南井　孝一 市商店街連盟　副会長

　重原　文江 公募委員

　柴田　いづみ 滋賀県立大学環境科学部教授

　関川　浩嘉 （社）草津栗東医師会　会長

　田中　千秋 市社会福祉協議会　代表

　塚口　博司 市都市計画審議会　会長

　津屋　結唱子 しが文化芸術学習支援センター　トータルコーディネーター

　寺本　哲子 有限会社でじまむワーカーズ代表取締役

　富野　暉一郎 龍谷大学法学部教授

　古川　美津子 市ＰＴＡ連絡協議会  副会長

　浜口　久美 公募委員

　平田　美音子 草津市２１世紀文化芸術推進協議会　代表

　古川　慶民 公募委員

　ポーリンケント 龍谷大学国際文化学部教授

　宮下　千代美 特定非営利活動法人　ディフェンス　理事

　山田　和廣 市体育協会　会長

　山中　勝利 草津青年会議所　直前理事長

　山本　伊三夫 草津市老人クラブ連合会代表

　横江　喜代治 市農業委員会　会長

草津市総合計画審議会委員名簿

※敬称略、５０音順
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第 6 回 草津市総合計画審議会 議事録 

 

日 時：平成 21 年 4 月 27 日（月）14：00～16：00 

場 所：草津市役所 2 階特大会議室 

 

１ 開会 

・ 会長挨拶 

＜事務局職員の自己紹介、出欠報告、資料確認＞ 

 

２ 審議 

（１）平成 21 年度総合計画審議会の今後の予定（案）について 

●会長 では次第に従いまして審議を進めさせていただきます。まず、「平成 21 年度総合

計画審議会の今後の予定（案）について」ということですのでご提案ください。 

＜事務局より当日資料｢平成 21 年度総合計画審議会の今後の予定（案）｣説明＞ 

 

●会長 国土利用計画についてここでも審議するというのは、9 月の最初の頃には、私も

先日説明を受けて記憶が定かでなかったのですが、国土利用計画に関してもこの審議会で

関係しているということで審議をしていくということが、今回改めてきちんとした形で提

案としては正式にこういう形でしていきたい。そのことに関わって基本計画の検討と国土

利用計画の検討を、部会という形で分けた形でご検討いただくということを秋にさせてい

ただきたいという提案となっております。今後の進め方についてご質問等ございましたら

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

●A 委員 平成 22 年 2 月下旬のプレイボールというのはキックオフの準備ということに

なるのでしょうか。このプレイボールフォーラムというのは、そのあとに 3 月議会がある

のですね。ですからセレモニー的な感じに見えるのですけれども、中身は実施しますよと

いうセレモニー的なものなのでしょうか。 

 

●事務局 今、予定しておりますのは、国土利用計画につきましては基本構想と同様に議

会の議決が必要になります。今のところ 3 月議会で国土利用計画の議決をいただこうと思

っております。ただ、基本計画につきましては 22 年度からの事業、どういう施策をして

いくのかということで当然予算が伴ってくるものでして、今のところこの 1 月にはある程

度まとめて、基本計画のプレイボールフォーラムのような形で、こういう形でこれから 10

年まちづくりを進めていきますという形のフォーラムを、若干おっしゃっていただいたよ

うなところもあるのですが、3 月末、4 月からスタートということですので 2 月末か 3 月

になるかもしれませんけれども、プレイボールフォーラムとして 22 年から 3 年計画で、

構想の 10 年、11 年を見てみましても 3 年計画という形で進めていければと思っておりま

す。 
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●会長 ちょっと確認ですが、基本構想、基本計画の部分の議会の議決はどうでしたか。

何月頃でしたか。 

 

●事務局 基本構想につきましては、今のところ 9 月議会にお諮りをさせていただいて議

決をいただこうと思っております。 

 

●会長 基本構想は 9 月議会で、パブリックコメントをいただいて基本構想の答申をもう

一度この委員会で審議するのですか。 

 

●事務局 今のところそういう形でパブリックコメントを受けて、最終のパブリックコメ

ントの意見集約と皆さんのご議論をいただいて、8 月の下旬、中旬には答申をいただく。

それを受けて議案として提出していくという流れで今のところ予定しております。 

 

●会長 基本構想については 9 月議決で、これは当初からそうなっているのですが議決を

いただくということですね。基本計画のところは。 

 

●事務局 基本計画は議決が必要ではないので。 

 

●会長 そこは議決が必要ではないということですね。国土利用計画の議決は平成 22 年

の 3 月の議会でいただくという段取りになっているということですね。プレイボールフォ

ーラムというのは基本構想に関わるフォーラムということで理解していいのですか。それ

とも国土利用計画も含んでいるのですか。 

 

●事務局 実際には基本計画なり基本構想にかかる部分で、どういう事業をやっていくの

かということのスタートということのフォーラムということです。 

 

●会長 よろしいでしょうか。段取りについて全体としてご確認いただけましたでしょう

か。そうしましたらそのような形で、また改めて次回、6 月のところでいろいろなご案内

があるかもしれないのですけれども、今の段階ではこのような予定で進めさせていただく

ということでございます。 

 

（２）第 5 回草津市総合計画審議会の主な意見とその対応について(資料 1､補足資料 1) 

●会長 続きまして審議事項の 2 番目です。「第 5 回草津市総合計画審議会の主な意見と

その対応について」ということで、事務局からご提案ください。 

＜事務局より資料 1、補足資料 1 説明＞ 

 

●会長 いかがでしょうか。よろしいですか。事前に見ていただいておりますので、とく

になければこれは了解とさせていただきます。ありがとうございます。 
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（３）第 5 次草津市総合計画検討資料【現況課題､基本構想(素案)】(資料 2､補足資料 2-1･

2-2) 

●会長 続きまして「第 5 次草津市総合計画検討資料」ということで、今日の本題という

ことになります。素案の提案ということであります。素案ということで全体としてご提案

ということで、時間を取っていただいて事務局のほうから体系的に、総合的に説明してい

ただくということですので、尐し時間が必要ですけれどもよろしくお願いいたします。そ

れでは事務局からご提案ください。 

＜事務局より資料 2、補足資料 2-1、2-2 説明＞ 

 

●会長 これから議論いただくのは一括ということですけれども、全体の現状と課題、そ

れから基本構想、基本計画というこの流れ、そしてリーディングプロジェクトはまだ出て

おりませんがこういう基本的な骨格についてはこの間に出されて、何回かこの 4 回目、5

回目で出ているので、若干の修正はありますけれどもこういう枠組みかなということが一

つ前提になっているかと思います。そのうえで将来ビジョン、それからまちづくりの基本

方向、行政の姿勢という、ここが基本構想で議会でも議決されるのはこの部分であるわけ

です。ただ、そのことはその前に出ている草津市の現状と課題、あるいは主要な課題は何

であるのか、あるいは主要な課題を導くうえでの世の中の動き、時代の潮流や国、県の動

向をどう見るのか。こことも当然関わっているわけです。 

 流れ的にはこういう説明の仕方になるわけですけれども、将来ビジョンやまちづくりの

基本方向をこのように定めていこうという議論をするなかで、改めて草津市における主要

な課題や世の中の動きのところでピックアップすべき点は、当然それは何も一般論として

時代潮流をわれわれは見ているわけではなくて、草津市の計画にとって重要な点としてこ

こは見ているわけですから、そこも含めてもしありましたらご指摘いただければと思いま

す。もちろん議論としては将来ビジョン、それからまちづくりの基本方向や行政の姿勢と

いうことになるわけです。それから将来ビジョンのところがいくつか表現を変えて、改め

て提案されたり、あるいはキャッチフレーズ案として今回こういう形で出されたり、そう

いう意味では正式に提案というのではないのですが今回こういうことで提案されているわ

けです。そのあたりを中心にしながらご議論をいただいたらどうかなと思います。 

 まちづくりの基本方向のところは、これもご指摘いただいたらいいのですが 13 ページ

以降はやや各論になりますので、これはこれでもちろんご指摘があればしていただいたら

結構かと思うのですが、13 ページより前のところに全体のいろいろな提案が今回素案とし

ては正式にされているわけですので、そこを中心にご意見をいただければありがたいと思

っています。もちろんご質問等を含めてご意見をいただければと思います。いかがででし

ょうか。 

 

●B 委員 私は農協の立場ですし、農村地域は市街化調整区域でございますのでそういっ

た立場と、旧草津川という大きな草津市の課題とこの総合計画の構想は、旧草津川の跡地

利用というのがやはり構想段階で終わっておりますので、どうしてもどちらかが先という

ことで旧草津川の構想が先に打ち出されております。草津が現時点で構想を立てていく際

に、それをより一歩草津市のほうから考えて、県の所有地が大半ですけれどもやはり大き
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くもっていく必要があると思います。とくに拠点が、先ほどの図面では烏丸半島の近くに

拠点が置かれています。その旧草津川の位置づけが山田地区から琵琶湖への部分、これか

らもそういった地域を残そうという構想もあります。三つのゾーンなりいろいろな構想の

なかに、この旧草津川の位置づけというものが分散しないように、リンクする形で整合し

て大いに表明する構想になってくるのではないかと思っています。 

 それから湖辺部に住んでおりますので、とくに農村部といったことの観点で申しあげま

すと、今まで湖辺部の環境なり農地を含めた農村環境というものが共同の力で、どちらか

といいますと中堅農家のほとんど土地持ち農家でしたので、そのあたりは共同作業で河川

なり道路なり、あるいは自然環境を守るための共同活動ができておりましたけれども、ど

んどん土地もち非農家が増えてきまして、所有権としての農地はあるけれども農業はやっ

ていない。したがって環境整備に関わる集団単位で村なり景観、自然を守っていこうとい

うことが、自然の営みでできていたのですがそれが本当に困難な状況になってきまして、

施策的にも一部ありますけれども、この先 10 年を考えますとこれを維持していくのをど

うやっていったらいいのか。そういうところにソフト的な、構想的な行政との関わりを一

歩踏み込んで表明していってほしいなということを構想のなかで思うところです。その二

点を意見として申しあげます。 

 

●会長 後段はかなりきちっとそのようにする必要があると思います。全体についてどの

ように表現していくのかはまた改めて、今もし何か言いたいことがあれば。今のは重要な

意見だと思いますが、どう表現するのかは考える必要があると思っておりますが。よろし

いですね。 

 

●C 委員 関連して 11 ページのいちばん右下に「うるおいネットワーク」として、「緑の

みち」「水のみち」「歴史のみち」という形で謳っているのは、草津川の廃川に基づく草津

市の考え方だろうと思うのですが、本当に草津の街中で草津川跡地の利用の用途によって

大きく変わってくると思います。今いわれたような観点からも、ここの 12 ページを中心

に中心市街地ゾーン、共生ゾーン、あるいは文化交流研究ゾーンという三つの大きなゾー

ンに分けていただいていますけれども、見てみると何かブツブツのような感じがしていま

す。あそこをずっと歩いていると道路ができた、川が切れたな。今度は草津高校の横の高

架が外されるのですね。あっちもこっちも何か知りませんけれども、県の土地とはいえも

う尐し草津市がイニシアティブをもって県に対して意見をいって、県の思うままではなく

て、われわれ市民のために実際この草津川跡地をどういう形で活用していくのかという明

確な方針を出していただきたいなと思います。 

 そうでないと今の旧草津川が途中でどんどん中断されて、細切れのような形の土地にな

ってしまって、総合的な開発計画を立てても今道路が何本か必要なところで中断されてし

まうと、今度はまた高架にするとかいろいろなことをやらないとうまく活用できないとい

うことも出てきかねませんので、ぜひひとつ、将来の計画に対して旧草津川の位置づけを、

もちろんご計画をいただいております各項目も非常に大事なものばかりですけれども、将

来を左右するような感じがいたしましたので。たまたま B 委員がご発言されたので私も意

見を申しあげておきたいと思います。 
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●会長 これは先日私も説明を受けたのですけれども非常に重要な課題だと思っておりま

す。市としてどうこうということももちろんあるのですが、この計画のなかにどのように

反映させていくのかということもさらに深めていきたいなと思っております。よろしいで

しょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 

●D 委員 今回いただいた資料のなかで各所に地域経営という言葉が出てまいります。こ

れは一般的な皆さんがこの言葉の意味をわかればいいのですが、私も不勉強で 3 カ所か 4

カ所か出てまいります。これでいきますと 6 ページ、9 ページ、13 ページです。この定義

とかここに書かれている内容とかこのとおりだと思うのですが、行政の姿勢として地域経

営がこれからは今後 10 年間、長期にわたってこういう姿勢でやっていこうということで

あると思いますので、これは賛成でそのとおりだと思うのです。 

 中身をずっと各章を読んでみますと、ポイントになるところは地域計画の経緯は何かと

いうことになると、一つは企業経営の考え方を取り入れるということが書いてあります。

この企業経営の考え方というのは今までも当然行政さんとしては、草津市の行政としては

そういう考えが頭にあったというのは当然の話なのですけれども、ここの 6 ページに出て

いるのは企業経営の考え方。それから企業経営の考え方というのは、私も民間に 30 年い

たわけですが端的にいうと利益の追求、生産性の向上、コスト意識の徹底、責任と権限、

これは行政さんにも当然あるわけです。こういうものがはっきり、非常に強いということ

がございます。この考え方を取り入れようということと、それからもう一点はここの 9 ペ

ージに書かれているのは「地域社会にとって本当に大切なことを市民とともに考え進める」、

市民参加でやっていこうということがポイントになって、「地域経営」という言葉が出てい

るのかなと解釈します。 

 最後の 13ページは、これからの行政さんの姿勢としてここに四つほど書いてあります。

端的にいうと行財政改革をやるということだと思うのです。市民と共に市民の意見を聞い

てやっていこうということだと思うのです。このとおりだと思いますけれども、そういう

理解でよろしいのでしょうか。そのあたりは皆さん、委員さんに確認をして、これが端的

にいいますと、今後草津市行政の一つの運営基本方針になるのではないかというように理

解しました。その点、説明があればお聞かせいただきたいなと思います。 

 

●会長 何かご意見はありますか。今のことに対してご意見をいただけるとありがたいの

ですが。 

 地域経営のそれだけコメントをさせていただくと、6 ページのこの書き方は、企業経営

の考え方というのは一面ではそうなのですが、ある意味では今いわれた企業経営をどう捉

えられるかということで人によっていろいろな解釈をいうわけです。経営という言葉自身

は、企業の経営もありますが行政組織も経営ですし非営利組織も、NPO、NGO も経営が

存在するわけです。社会資源、財源を有効に活用するという資源の配分を最適化していく

という、そこにはマネジメントがあるという点ではそれは経営なのです。そしてコスト意

識をもつとかそのことも当然経営ということなのですが、企業経営というときには当然、

今ご発言がありましたように利益を目的にすることが存在するわけで、そのこと自身は行
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政組織も、あるいは地域を対象とした経営という点でいうとそこはそういうことではない

ということになっているわけなので、これはやりだすと表現がややこしくなるので、ここ

はどのように説明されるのかということがあるのですけれども。 

 地域経営については別にここで合意というわけではないのですが、そのあたりはどう理

解するのかというのは、行政の姿勢、15 ページのところは大切なところではありますので

そのあたりは理解を深めておいたほうがいいかなと思っております。よろしいでしょうか。 

 

●A 委員 将来ビジョンと 10 ページ、12 ページぐらいのところで一つ意見としてあるの

ですが。まずキャッチフレーズのそれぞれ出てくる項目ですね。「こころざし」であったり、

「親しみ」であったり、「責任」と非常に精神的なイメージが強いのです。今までの、過去

の流れからいきますと時代の潮流とか、協働をどう進めるということを含めたいろいろな

なかでどういう姿になっていくか。この県のほうの歩いて暮らせるまちということで、周

辺のところもそういうものができるのかなというより、そういう物理的な自然環境、生活

環境に密着するようなそれぞれの単語にならないのかということが一つです。 

 先ほどの協働型でも、県のほうですと担い手づくりができているとか、そういう将来像

があってもいいのではないかと。しかしここであるのは、協働を軸にして責任とかこうい

うところに片づけられるのは尐し抵抗があるのではないかと思います。 

 もう一つは 12 ページで、先ほどもこの絵についてご意見が出たのですが、私の住んで

いるのは草津の南のほうなのです。従来から立命館大学のあたりから大津にかけて文化ゾ

ーンと滋賀県では呼んでいるのではないかと思います。それからこれと並行して山手を福

祉ゾーンというのが従来からいわれている呼称ではないかと思います。するとこういうも

のが出てくると従来親しまれていた呼び名というのは、ゾーンとしてどのように立てるの

か。ここのところが疑問に思いました。 

 

●会長 何かコメントをいただけますか。 

 

●事務局 まずキャッチフレーズのところで、「自負と責任」のところに協働があるという

ことで、前のときには自律する地域経営というのが一つのキーワードだったと思います。

そうしたなかでまた後ほど説明をさせていただこうと思っているのですが、実は懇話会と

いう、学識の先生方からもいろいろ時代の潮流であるとかそういうことのなかでご提案を

いただいたなかで、草津というのはもっと自慢していいのではないか。これだけのポテン

シャルをもっていて、文化であるとか経済とか先導していけるように責任をもったほうが

いいのではないかというご提案もいただきました。そのなかで自律する地域経営というの

が自負と責任という言葉に実は変わったわけです。 

 ただ、A 委員におっしゃっていただいたように、たしかに協働というのは一つの重要な

施策で、この 10 年を考えていくなかで非常に大事なものであると思っています。そうし

たなかで行政の姿勢にも、協働ということを一つ入れさせていただいているということに

なっていると理解しています。当然行財政マネジメントに併せて、市民自治ということを

一つの柱に行政としてやっていくということを書いています。 

 そうしたなかで整理をしていくうえで、ここに書いておりますように丁寧に組み立てら
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れるということが、やはり自負と責任の下で行政としてしっかりやっていく。市民の皆さ

んもそういう認識をもっていってもらうという形で整理をさせていただいたということで、

ご理解をいただければと思っております。 

 それからもう一つ、都市構造の 12 ページの図ところで文化研究、福祉ゾーンであると

か、当然文化交流ゾーンは入りますし、追加されているわけですが、今回そういう文化交

流研究ゾーンということでとくにここで意識いたしましたのは、実はここにあります第 2

名神、名神高速道路の関係というのがまちづくりを考えていくうえで大事なかと思ってい

ます。それはやはり今、滋賀県でも多く、スマートインターチェンジであるということを、

二つほど要望されてやっていこうということで、よその自治体はなんとか交通の結節点を

見出していきたいということで非常に悩んでおられるなかで、草津市にはここにもありま

すように、片方でいえば名神高速道路がありますし、片方でいえば名古屋のほうに第 2 名

神を使って行ける。このポテンシャルをどう生かしていくのかというなかで、一つ、考え

させていただいたのはできるだけ、すべて入る言葉で、文化交流研究というその三つの括

りで、当然福祉ゾーンが入るわけでございますがそれを最大限生かして、そこをできるだ

け文化や交流や研究がしやすいゾーンにしていこうという形で、名前としては文化交流研

究ゾーンという形で整理をさせていただきました。 

 また、A 先生のおっしゃる福祉とかそういうキーワードが必要ということであれば、ま

た今後そのゾーンのなかに、例えば福祉といった部分を一定挙げるとか。名前とは別にゾ

ーンのなかや、拠点のなかにきっちり組み入れていくような形で整理をしていければと思

っておりました。 

 

●会長 またさらに深めていただければと思います。 

 

●E 委員 この 10 ページからを中心に感想なり、意見をということですのでここで申し

あげると、今ご意見をおうかがいしたようなことも含めて、地域経営ということが先ほど

からご意見のなかや皆さんの心のなかで引っかかっていらっしゃると思うのですが、私は

経営というのは単に金銭的なことではなく、人的なものを含めたものが経営であると素人

ながら考えています。ですから今回の計画につきましても、この資料で 5 ページの「まち

づくりの歩み」のところで、第 1 次総合計画のところから今回の 5 次までの計画の流れを

見ていきますと、第 1 次は非常にシンプルな、これをやるぞという草津市の意気込みのよ

うなものをされていたのが、人口が増えていった、また予算が増えていったところから、

時代に後押しされるなかで計画をつくってこられただろうと思います。 

 第 5 次といいますのは今一度前の過去をふり返ってみながら、いわゆる予算的にも無駄

なものがないか。本当にこういう分配がいいのか。お金のかからない経営の方法もあるの

ではないか。自治体としての責任、自負と責任というのは市民でもありますがもちろん行

政のほうもということですので、そこの見直しがされるのが第 5 次だと思って考えており

ます。ですから、先ほどから出ている草津川のことについても今まで放っておいたという

のは非常に申し訳なく思っております。市民として、私自身も草津川のフォーラムを何回

もこの何年かされているのに 1 回も出ていません。関係者の方は一生懸命考えておられた

けれども、なかなかそこがそれぞれのすり合わせがなくきたということでしたら、第 5 次
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というのは今までのつぎはぎのところをもう一度見直して、整理していこう。それがさら

なることだということです。 

 先ほどからゾーンの名前とかもいろいろありましたように、私も南草津に住んでおりま

して、かがやきの丘という美しい、新しいまちがありまして、道を歩いているといつも新

しい名前がついて覚えるのが大変だということがありますので、今までのそういうゾーン

なり名前を新しくすることが新しいことではなくて、先ほどから文化を大事にするという

ことがたくさん出ているということは、今までよかったものはそのままという勇気も、刷

新ではなくて一つの進歩だと思います。 

 文明ではなくて文化を育てると書かれておられますので、草津には文化があるまちだと

いうことを掘り起こしていこう。そういうことは過去を見なければ未来はないと考えさせ

てもらっていますので、私自身はそのあたりは過去を見直すといいますか、今までの歴史

をもう一度見直してみて、どこかに、それをどのように表現したらいいのかは、申し訳あ

りませんが思いつかないのですが、それが街道文化であるとかそういう表面のことではな

くて、今までの行政の歴史においても含めて歴史を見直すというところを踏まえて、その

土壌をもう一度見直しながら新しく構築するという形にしていただければ結構かと思いま

す。 

 もう一つ、今は協働という言葉がはやり言葉で、私も理解しないままきているのですが、

パートナーシップという言葉がほかの部分の資料にも出てきています。似て非なるような

言葉と、まったく同じなのだけれども横文字を使うことによって格好がいいのかよくわか

らないのですが、同じものを表すものは同じ言葉でなるべく統一していただいたほうがあ

とが混乱しないと思います。 

 もう一つ、バリアフリーということを書いているなかで、施策のほうではユニバーサル

デザイン化のようなことを書かれています。もともといいますとバリアフリーというのが

まずあってユニバーサルデザインになるのですが、計画のなかでもそういう意味ではユニ

バーサルデザインという言葉を使っておられるのですが、それは私どもも仲間と、こうい

う言葉があるのだけれども、どういうことを感じますかという意見を聞いてまいりました

ら、とりあえず草津のまちは正直にいって今の道自体がバリアだらけである。だから新し

いものをつくるのではなくて、今あるバリアを取り除こうという姿勢を草津市さんは取っ

ておられるのとちがいますかという感想をいただきました。 

 今日はまた確認してきますけれども、ある意味でユニバーサルデザインという新しい言

葉ばかり出さなくても、今あるバリアを取り除くことをとりあえず草津市は頑張りますと

いう姿勢があるなら、それは道だけではなくて情報発信においても、パソコンだけではな

く、ホームページだけではなく商店街さんでは掲示板を使うとか、多種多様な部分でのコ

ミュニケーションのバリアを取り除こうとされていますので、そのあたりを尐し整理して

いただけたら、もっとシンプルにわかりやすくなるのではないかと思いました。 

 

●会長 どうもありがとうございます。さらにほかのご意見もいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

●F 委員 先ほど D 委員がおっしゃられました地域経営とか、そういう文言に関してでも
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よろしいでしょうか。「時代の潮流」のところでその前のときにいったらよかったのですけ

れども⑥の「多文化共生と地域文化」のところで、私も勉強不足だと思うのですが人権文

化というのが出てくるのですけれども、人権文化というのはどういうことをいうのでしょ

うか。もしそれを入れられるのなら、ちょっと調べたのです。人権文化というのが出てき

ていたのですが、「多文化共生と地域文化」のところに入れられるのは、前のときにはこれ

が入っていなかったのですが、この意味が一般の人が読まれてどういうことかということ

がわかるかどうかという問題。 

 それから「子育ち、子育て」という言葉がよく使われているのですが、「子育て」はわか

りますけれども「子育ち」という意味が、おそらくそれは国か県が使われていてここも使

われているのかわかりませんけれども、「子育ち」というのはどういう意味なのかという部

分がちょっとわかりにくいのです。造語であるのかどうかわかりませんけれども、造語が

一人走りして男女共同参画というのもちょっとわかりにくいということもありますので、

皆さんにわかりやすい文言を使っていただければと思います。 

 それから 5 ページの「まちづくりの歩み」のところで、最後の 21 年度、今年度の 4 月

から男女共同参画推進条例ができましたので、それも入れておいていただきたいと思って

います。 

 それと草津川のことも、いちばん最初に 5 車線が通るとかで署名運動とかしましていろ

いろ思いがあるのですが、なかなかお金がないということでずっと動いていなかったので

すけれども、やはりあれは続いてこそ価値があるかと思っているのですけれども、それも

これから注目していかなければならないと思っております。 

 

●会長 時代の潮流で前から気になっている点を私もちょっと。①「人口構造と日本社会」

のところ、それぞれの見出しをもう尐しクリアにしていただいたほうがいいかなと気にな

っているということ。それからここでこのテーマとの関係では、もう尐しはっきりと医療、

福祉、介護の問題は非常に重要な課題であるということをこういう書き方ではなくもっと

はっきりと、深刻なテーマですから書かれたほうがいいのかなと思います。それから③「地

域経済と都市間連携」はこれでわかるのですが、地域経済も時代の潮流でここに書いてあ

るのはそのとおりなのですが、これでもう尐し深めてもらったらどうかなというのがあり

ます。 

 今ご指摘の「多文化共生」というところでいいますと、「とりわけ」以降の説明をされる

のならグローバル化が、グローバル化というのは光と影が当然あるのですけれども、その

ようななかで人が仕事のため、勉学のため、国際的に国境を越えて移動していくわけです

から、そういう状況が世界的に進んでいることがローカルな地域にも大きな影響を、この

草津でも大きな影響があるというような、そのあたりは先ほどの指摘も含めて尐し整理を

されたらどうかなということ。 

 ⑤「情報技術とコミュニケーション」というのは、前からかなり強くご指摘をいただい

ているのです。あとの課題とか将来ビジョンとの関わりのところをずっと今日ご説明いた

だいたのですが、ここだけはもうひとつ重なり具合が見出しにくい。ほかのところはあと

の課題とかビジョンとか、後ろのまちづくりの基本方向にそれぞれあるのですが、ちょっ

とこのレベルでこのように時代潮流を見るのかというのは、私としては違和感があって、
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後ろの課題との関係では学びとか、いろいろなあとの課題、あるいは協働というキーワー

ドにも関わると思いますし、それから人が学び、育つ仕組みをというような将来ビジョン

のところの「学びあい、磨きあい」というところからすると、表現は考えていただいたら

いいのですが、生涯にわたって学習し続けるという私たちの用語では生涯学習社会という

言葉がございますが、そういう生涯にわたって学び続けるとか、あるいは知識が重要にな

る知識社会とかいろいろな言い方があるのですけれども。 

 そういうあとの課題とか将来ビジョンとの関わりで、時代潮流を取り出すということを

再度見直していただいて、この課題との関わりで時代潮流に何を取り出すのかを最終的に

考えていただければと思います。 

 ちょっと私のコメントになりましたがほかにいかがでしょうか。 

 

●G 委員 先ほど多文化共生という言葉が出てきましたので。この補足資料の 2-2 を見る

といくつかのプロットに分かれていますけれども、例えば「人」が輝くまちへというとこ

ろは、まちづくりとか男女共同参画とか、こういうプロットのつくり方は 10 年、20 年前

から変わっていないのです。これを見るとこういう人たちはみんな弱者か、なぜこういう

ふうに女性がここに入ってくるのかとか、毎回見ていて不自然に思います。例えば多文化

共生ということになれば外国人労働者ということになるのですけれども、そうではなくて

日本人であろうと外国人であろうと共生は必要。するとこういったような弱者とされてい

る方は弱者でなくなるということだと思います。 

 ですから、とくにこの 2-1 を見ていると、今までの行政のやり方、縦割りのやり方をそ

のまま継続しています。けれどもここで話されている話はもっと複雑な話で、例えば「元

気」があふれるまちへとか産業の問題点もあるので、そこで外国人労働者が入ってもおか

しくないですね。ですから外国人はたぶんそれぞれのブロックに入る。女性もそれぞれの

ブロックに入る。その人たちをそのブロックのなかでどうしたらいいのか。行政のあり方

について今日は話題になっていますけれども、イマジネーションがこれから必要ではない

かと思います。今までのやり方では将来に対応できないのではないかと思います。 

 ですから、もう尐しオーバーラップとかネットワークとかそちらのほうから、大変難し

いことはわかりますけれども、例えば人権のことをほかのブロックで考えてみるとどうな

るかとか、そういうところから始めてみるともう尐し面白くなるかなと思います。 

 もう一つ気になっているのは、例えばにぎわいのゾーンというところでいろいろつくる

ということになっているのですけれども、温暖化とかそのような環境問題がいろいろ大変

になってきますけれども、例えばにぎわいのゾーンではモノレールとかそういうものにし

たらどうかなとか、思い切ったことをしないとこの世の中はどうなっていくのかわからな

いのですけれども、もっと勇気を出して、ほかのところがやっていないことをやっていく

ことでもあると思いますので、ちょっと話として大きいですけれども手をつけていただけ

たらありがたいと思います。 

 

●会長 大変難しいのですけれども、もう一度今ご指摘のことを全体について、どこで書

くかというのが最終的にあるのですけれども、今ご指摘された点は大変重要だと思ってお

りますので、そういう意味でもう一度全体を見て、どこまでいけるかというのはもちろん
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あるのですけれども反映できればと思います。ほかにいかがでしょうか。 

 

●H 委員 一つ、おうかがいしたいのは基本計画のなかにリーディングプロジェクトとい

うのを出していただいているのですけれども、先ほどのご説明で 10 年の計画に対しての

リーディングプロジェクトということだったのですが、計画自体は 3 年か 4 年ということ

で、リーディングプロジェクトというのは 10 年間やっていくことになるのか、それとも

その計画ごとに調整して差し替えるものなのかということを、一つおうかがいしたいと思

います。 

 それから意見といいますか、感想のようになってしまって申し訳ないのですけれども、

ビジョンとまちづくりの基本方向というところで、地球環境に配慮したといいますか、日

本のなかでも環境に配慮した都市であるというところをもう尐し前面に出したほうがいい

のではないかと思います。例えば主要な課題のところで、「“歩いて暮らせる”まちを」と

いうのがあるのですが、先ほどおっしゃったように例えば中心市街地は車をしめ出すよう

な、この 12 ページのところにそういう人しか入れないゾーンをつくるというように、こ

の計画のなかにそういうゾーンを落とし込むということはちょっと不可能かもしれません

けれども、できるといいかなと思いました。「3 つの環状道路」とあるのですが、あくまで

も車の流れというところに留まっていて、人が歩行して動くということについてあまり配

慮されていないのではないかと思いました。 

 もし、それが「うるおいネットワーク」というところにそういう意味合いが入ってきて

いるとすれば、それはそれで重要なことだと思うので、もう尐し基本計画としてですけれ

ども絵的に、この「うるおいネットワーク」を強調したものにしたほうが印象的にいいの

ではないかと思います。環境に配慮したとか、そういう先進的な都市であるという、個人

的な意見ですけれども、そういうことがおそらくまちづくりの基本方向の(3)「心地よさ」

が感じられるまちというところに集約されてくるのだと思うのですが、枠の括りのなかに、

タイトルのなかにも環境というフレーズがなくて環境ということがここで集約されてしま

うのは、印象として弱いのではないか。もう尐し戦略的に環境ということを入れ込んでい

ったほうがいいのではないかと思います。 

 15 ページの行政姿勢のところなのですが、行政はこのような姿勢でこういう計画を推進

していきますということを、例えば計画は市民のものであり、事業者も関わるものなので、

そういう市民もこの計画を推進するためにこのように臨むべきだとか、事業者はこうある

べきだということもここでは並立でいったほうがいいのではないかと思いました。行政の

姿勢のところで、普通に今の時代でなくても当たり前ではないかということが書かれてい

るように感じたのですけれども、そういったことは取り除いてその三者の計画をするため

の姿勢の形に取れないかと思います。 

 

●会長 それぞれご指摘いただいた点をさらに検討していただきたいと思っております。

ただ、リーディングプロジェクトについてはたしかにどのぐらいのスパンで、どんなこと

をというのは私も含めてぜんぜんわからないので、当然今、具体的提案ではないと思うの

ですが尐しだけでもイメージがもてるような形で、ちょっとこれはどういう、一応補足資

料 2-1 の上のところには書いてありますが、どんなことかというのをイメージできるよう
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に尐しコメントいただけたらありがたいなと思います。 

 

●事務局 まだどういったリーディングプロジェクトがあるのかということで議論してい

るところで、お示しさせてもらえるといいのですができていないのが正直なところです。

前回の第 4 次の総合計画は重点事業という形で整理したのですが、それはいわゆる施策を

福祉であるとかの括りで五つの括りで整理したのですが、施策を一つまとめて重点という

形で整理させてもらいました。今度はリーディングということでございますので、構想期

間の 11 年のなかで将来ビジョンを目指してどういうまちを先導していくのかその施策論

を、例えば福祉だけしますということではなくて、先ほど G 先生にいっていただいたよう

に人権というのはいろいろなことにかかってくるので、そういうものを一つの大括りの串

刺しにして、こういう事業で施策を引っ張っていこうという形で整理ができればと思って

おります。 

 なかなか具体的な事例がまだできておりませんので難しいのですが、10 年間を例えば市

民が誇れるにはどういう施策を串刺しで考えていったらいいのかとか、そのなかでプロジ

ェクト事業が出てきて、それを 3 年間、今度は基本計画に当然合わせていくわけで、当然

11 年間を見据えてどういうリーディングのビジョン、最終の落ち着きどころにしていくの

かは議論していかないといけないわけですが、まずその 3 年間、どういう事業を、どうい

う施策でまちを引っ張っていくのかということで整理をしていければと思っております。 

 

●会長 今のご説明ですといろいろな施策体系を、先ほどの G 委員のご意見と重なると思

うのですけれども、いろいろな課題が並立に、それはそれでそういう側面はあると思うの

ですけれども、串刺しにできるようなテーマをリーディングプロジェクトということで草

津市全体の総合計画、草津市の発展をその方向で導いていきたいということを串刺し的に

立てたい。それについては 11 年間を見通しながらも、3・4・4 でしたから、まず 3 年間

ということでリーディングプロジェクトを立てる。こういうことでいいのですね。とりあ

えず今枠組みの説明で中身はということですけれども。 

 

●事務局 そういう方向性で今整理させてもらっているということです。 

 

●会長 整理を考えているということですね。 

 

●事務局 それからもう一点ですけれども、先ほど行政の姿勢以外、市民ができることと

か、また地域ができることということのご意見をいただいたわけですが、今のところこれ

も今後なのですが、基本計画のなかにこれから市民会議のなかで基本計画を含めて議論し

ていただくなかで、例えば市民ができることはこんなことだ、行政ができることはこんな

ことだ、企業とか大学とかそういうところができることはどういう形があるのかというこ

とも、最終どうなるかわかりませんけれども基本計画のなかにそういうことをきっちり整

理できればと思っております。 

 

●会長 今の点は、今の段階としての理解をリーディングプロジェクトではしておきたい
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ということですね。 

 

●事務局 それともう一つ、基本構想でもなかなか本当に市民がここまでやるということ

が、市民の皆さんがここまでやってもらうということを書き切れるかどうかはいろいろ思

うところもありますので、また皆様方にご議論いただいてここまで書き切ってもらおうと

いうことになれば、ここに当然計画として載っていくのかなと思っています。 

 

●会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

●I 委員 皆さん大きな話をなさっていて小さなことで恥ずかしいのですが、今の資料 2-1

のところで施策体系の「人」が輝くまちへのところにスポーツはあるのです。例年ずっと

スポーツが、生涯学習・スポーツがあるのですが、私は音楽をちょっとやっているもので

文化・芸術がいつもないのです。予算を見せていただいてもないし、せめてこういうとこ

ろにちょっと入れていただけたら、スポーツがなかったら思わないのですがスポーツが入

っているのになぜ文化・芸術を入れないのかといつも思っていますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 

●会長 それもぜひ検討してください。 

 

●J 委員 今、I 委員がおっしゃったのと同じことをいおうかと思って待ち構えていたので

すけれども。実は県の基本構想の審議会でも実はこれまで芸術という言葉がワンフレーズ

もなかったのです。なんとかそれは自然環境の問題にしても何にしても、やはり美しいと

いう上質なという意味では、やはり芸術と環境と分けて考えるのではなくて、トータル的

にアートとして捉える視点というのはあっていいのかなということで、それを県のほうは

受け入れていただいて、文化・芸術が息づく魅力的なまちづくりというキャッチフレーズ

がようやく入った次第です。 

 私は草津のほうは、先ほど副会長先生がおっしゃった文化ゾーンですけれども、東京か

らこっちでどこに住もうかと思ったときにやはり文化ゾーンという言葉に非常に惹かれて、

文化ゾーンのあるところにしようということで瀬田付近を選んだのです。やはり外から見

たときにどういうまちなのだろうというそのあたりが非常に大きいといいますか、イメー

ジとしては大きいと思います。そうしますと非常に散漫な感じになってしまうので、今あ

るそういうイメージを、さらに際立たせるような形にしていくというのも非常に大事な選

択かなと思います。 

 いただいた資料のなかで専門の先生方の懇話会の資料の中身が非常に面白くて、いろい

ろな会議で同席している先生方もいらっしゃって非常に参考になるのですけれども。懇話

会の先生がおっしゃっているなかで、私はとくに学校現場をほぼオールラウンドに回らせ

ていただいているなかで、草津の教育というのは環境教育が全国的にも非常に特化してい

ますし、芸術教育でも全国でナンバーワンの賞をものすごく取っていらっしゃるのです。

この基本構想は非常にサーッといっているのですけれども、実はすでにすごく特化してい

てすぐれている。そういう意味では教育先進都市といってもいい。最初からそこをいって
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いたのですけれども、その意味では特化しているところをより強調してそれ自体が誇りと

いいますか。 

 あるプロジェクトで子どもたちに、都市計画で道路ができて高架下にトンネルができて

いたずら書きがあったので、そこにみんなで絵を描きましょうというプロジェクトをやっ

たときに、何を描くかと思ったら子どもたちは普段のまちの 1 年間の動きを描いたのです。

まちのいろいろ伝統的なお祭りとか、自治会長さんがお御輿を担いでいる絵とか、子ども

たちはその絵を描いたことで、ここが新しい僕たちのふるさとになったといって戻ってき

てはそれを見つめて、やはりまちが大好きなんだなという、草津の子どもたちは非常に健

全に育っているし、まちの人たちはしっかり守って育てているまちなのだなということを

思いました。 

 すでにある一定のすごいレベルまでいっていらっしゃる。さらにどこを全国に、草津に

来たらこういう素晴らしいすぐれた教育先進都市であることを、とにかく環境と文化、伝

統とガシッと組み込み合っているところがいちばんの強みなのかと思います。そういうと

ころがもう尐しこの基本構想のなかで、売りの部分がもっとキーワードとして出てくると

いいのかなと思います。やさしい感じのフレーズが合うのかなと思います。 

 もう一つは、最近彦根に行きましたら彦根城の近くに小さなエリアですけれども新しい

スポットができていたのです。それに併せてまち全体がデザインされてきているといいま

すか、町家風のまちづくりになっているのです。そういうスポットが草津には見当たらな

いので、新たに建設することは大変ですけれどもすでにある文化施設や県立の施設とかも

有効に使って、一つ「ここ」というスポットができることも、集まる場所をつくることも

大切かなと思います。とにかく草津は県を引っ張っていく都市だな、エネルギーがあるな

と外から見て非常に感じております。 

 

●会長 メリハリという問題ですが、先ほど文化・芸術というのは大変重要なご指摘だと

思いますのでぜひ検討していきたいと思っています。ほかにいかがでしょうか。 

 

●F 委員 先ほど言い忘れたのですが、2 ページの「行き交い出会う、街道文化」のとこ

ろに神社がいろいろ書いてあって前とは違うことも書かれているのですが、野路の新宮神

社が国の重要文化財に指定されていますね。ですから草津市のなかでは三つぐらいですか。

いろいろ迷われて大変でしょうけれども、せっかく国の重要文化財という看板が立てられ

ていますので、草津市はたしか三つぐらいしかない。小槻神社とか鞭崎神社も入っていま

すので、それも参考ですけれどもふと思ったわけです。 

 それから草津は人口が増えていくのか、減尐していくのかというところが、時代の潮流

と主要な課題と、そのあたりには人口の見通しは 13 万 5,000 人とあるのですが、時代の

潮流の③のところには「商業等は今後の人口減尐に伴って」と書いてありますし、主要な

課題のところの③の環境では「人口増加にあわせて」とか書いてあるのです。ですから環

境において人口増加をされることはマイナス面だけれども、経済には人口減尐が問題であ

るということで書かれているのですけれども、そのあたりは統一はできないのかもしれま

せんが、そのあたりはもう尐しまとめてわかりやすくしてほしいと思います。どちらを目

指しているのか。 
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●会長 そこは書きぶりの点を含めて考えていただければと思います。 

 

●D 委員 いわないでおこうと思っていたのですが、ここに書いていただいている基本計

画の内容につきましては意識調査、今までありました業務を踏まえて網羅して書いていた

だいていますので当たっているなと思っていたのですけれども。 

 一方で私は貧乏性かもしれないのですが、お金の問題がついて回るプロジェクト、事業

とお金はあまりいらないけれども、文化や芸術等がいるのか、いらないのかよくわかりま

せんけれどもいろいろあると思います。何がいいたいかというと財政問題というのは大き

な問題で、お金が限られていますのでやはり優先的に対応せざるを得ない。逆にいうと総

合計画にバラ色の話をワーッと書いて、手形だけ乱発して、やはりお金がなくてできない

というのでは非常に具合が悪いと思います。そのへんは優先順位をつけて。優先順位をつ

ける一つの大きな基本は市民の意識調査で出ているような、ここにも出ていますけれども

生活道路の改善とか。車がどんどん走る道よりは、ニーズの強いのは生活道路のことがア

ンケートでも圧倒的に多かったわけです。そういうものを中心に据えてまとめていただけ

ればと思いました。ちょっと追加です。 

 

●会長 地域経営の転換のところでそういう点がどこまで書けるかというのはあるのです

けれども、また考えてみます。 

 そろそろ時間がかなり経っているのですが、ほかにいかがでしょうか。 

 

●K 委員 われわれ青年会議所のほうでは、明るいまちづくりということで延々と四十数

年やっているわけですが、今回これを見せていただきましたけれども、もっとも重要にな

るのはリーディングプロジェクトでしょう。ここに至るまでの経緯のなかの構想は非常に

当たり前のことといいますか、今まで行政がずっとやってこられたことを活字化されてい

るようにしか見えませんでした。新たな目からうろこではありませんけれども、なんとこ

れから 10 年間素晴らしいことを打ち立ててやられるのだなということは、正直見えなか

ったというのが感想でございます。 

 また、こういった文化ゾーン分けですね。都市を切り分けてというのは従来から多くの

地域がされていて、これも青年会議所で示したことがありますし、また行政もされている

と思いますし、どちらかというと国や県や市が道路管轄をいろいろしているなかで、後づ

けのように見えて仕方がないのです。すでにある既存の道路をあたかも循環型のような、

幹線道路であるというような謳い方をされているようで。もう一歩進んで、この幹線道路

をつくって、次にここに何を打って出るのかという具体的なものが出てこないと、今の既

存の道路を上から見たときにそういう図になったからそうなのだということをいっている

ようにしか見えなかったのが感想でございます。 

 青年会議所のなかで外部評価委員会というところに出向させていただいた経験のなかで、

各担当課の方々がおそらく全体で 700 本以上の事業をされていると思いますが、各担当の

方が事業ごとの事後評価をされておられます。正確な数字はわかりませんけれどもこれの

大半が継続事業という答えを出されていると思います。何を申しあげたいかと申しますと、
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13 ページや 14 ページに黒丸でいろいろな項目がありますけれども、おそらく最終事業で

落とし込んだときにはやっていることは継承して、正直に申しあげて言葉を付け替えられ

るだけにしか思えないのです。 

 ただ、継続することが悪いこととは申しあげているのではまったくなくて、継続すべき

ことは当然やっていくのですけれども、新たな第 5 次のなかで何かやはり一つ、もしくは

二つは目玉ではありませんけれどもまちの誇りとなるようなものがないと、昨日行われた

「草津宿場まつり」のほうもおそらく予算がかなり縮小されて事業規模も減っている現状

もございますし、過去に行われていました矢橋帰帆島の花火大会も協賛企業がなかなかな

くてなくなったとか、小さい頃からあったものがなくなっていくのは残念ではありますけ

れども。逆にいえばこれから草津の未来を担う子どもたちに新たな文化を据えつけるには、

新たなシンボルを打ち立てるしかないと思うのです。それが 10 年、20 年、30 年と経った

ときには草津の伝統になるのではないか、文化になるのではないかと思います。おそらく

私が考えるに、今考えるのであれば下物町にあります烏丸半島、もしくは矢橋の帰帆島の

あたりが地域的にも、場所的にもこれから草津のシンボルになるものだと思っています。 

 多くは交流とか、中山道、東海道の分岐点ということを呪縛のようにずっと引っ張られ

てしまう。例えば彦根さんでも彦根城があるがために城下町というものから離れられない

地域性をもっておられます。青年会議所でも同じなのです。彦根青年会議所はずっとそれ

をやっています。新たな文化づくりというものが、逆にそれが重しになってできない地域

もありますけれども、草津というのは今確固たる、これしかないというものが逆に薄いで

すからつくるという作業ができると思いますし、そういった観点のなかから中心市街地の

活性化、本陣を中心としたまち、これも大事だと思いますし、また新たな文化づくりとい

うものにも目を向ける時期にきているのではなかろうかと感じさせていただきました。 

 何はともあれ、リーディングプロジェクトというもののなかで、しっかりと具体的な、

見える文章になってくると思いますので期待をさせていただきたいと思います。 

 

●会長 ありがとうございます。期待したいと思います。 

 

●L 委員 前回お休みさせていただいたのですが、皆さんのいろいろおっしゃっていただ

いたこと、ご意見をお聞きして、私もいいたいのですが一つは総合計画としてどういう性

格を考えたらいいのかということがあるのです。実は総合計画というのはそろそろなかな

か難しい時期にさしかかっていまして、これだけ社会が激変しているときに 10 年の計画

を立てていいのかという問題がもともとあるのです。ただし、行政は計画がないといけま

せんから、やはり全体をどのようにこれからのまちをつくっていくかという、全体像をつ

くるということは絶対必要だと思うのです。そういう意味で総合計画の唯一の大事なとこ

ろは全体像が見えるというところだと思います。 

 その意味で皆さんからどんどんご意見をうかがって吸収していくということ自体はいい

のですけれども、逆にこれを見ていただいて皆さんのご意見はおそらくそうだと思います

が野心的なものは何もないのです。全体でこのまちをどのように変えていくのか、しかも

野心的に変えていくものがないのです。これは今の総合計画の決定的な問題点なのです。

つまりいろいろな意見を取りあげることによって誰でもわかる、誰でも納得できるように
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しかできないのです。これは当然なのです。 

 ただ、これは制度的な問題ですからそれをどうしたらいいのかというわけです。要する

にキャッチフレーズをつくったりするということは、それが本当に効果があるのかという

とやはり大きな方針ですからそれほど変わらないと思うのです。ここのところはそれなり

の皆さんの意識調査とかそういうことでまとめてあるわけです。 

 では野心的なところとか、みんながドキドキして議論しないといけないと思うのです。

これでいいとか、いやだとか、そういうことをもっと議論として議会でもそうですし、市

民の皆さんだけでも、私たちはこれをやってほしいのになぜやらないのかとか、そういう

一種混乱するような、例えば環境団体、あるいは市民としての外国人とか、そういう大き

な新しいものを、今誇りになるといいましたけれども、やはりほかのまちにはなくてこの

市でしかできなくて、この市でできること。そこをねらっているのは何なのだろうかとい

うそういう議論はどこでやるのかという問題があるのです。 

 私はここでおそらく、なかなか難しいので先ほど青年会議所の方がおっしゃったように

おそらくリーディングプロジェクト、つまり首長さんが、市長さんがマニフェストを出し

ました。マニフェストは社会を変えていくためのマニフェストです。あれは任期ですから

だいたい 4 年ぐらいですね。それと併せる形で、4 年ぐらいでどのように変えていくのか

ということは基本構想、あるいはリーディングプロジェクトだけでしかできないのです。

そういうところで、そこはかなり大胆に、野心的に、みんなが論争になるようなものを出

すべきです。それについてはそういう投げかけをしてほしいのです。 

 つまりどうしたらいいのですかと投げかけるのではなくて、何をやりたいか。あるいは

事務局、行政のほうも私たちは市長のマニフェストでこういっている、これをやりたいの

だといってしまっていいと思うのです。そういう投げかけをしないと、やはり無難な総合

計画になって、いいのですけれどもおそらくまちは大きくは、誇りのあるまちとおっしゃ

ったところに到達しないのではないかと思います。 

 そういう意味では尐しこのレベルの話よりもう一つ下がって、施策体系は全体像ですね。

施策体系は全部やらないといけません。おっしゃるとおりです。けれどもリーディングプ

ロジェクトは違いますから、そこのところで徹底的にそれをおやりになったらどうでしょ

うか。 

 

●会長 これだけリーディングプロジェクトに注目が集まると、これが今、K 委員と L 委

員のいわれた期待を担って提案をされないといけない。たしかに今いわれたとおりでして、

基本構想はある種全体を示さなければならないということですから、こういう形の今の草

津市民の、あるいは私たちの認識を超えたものをつくるということにはまだならないわけ

です。ただ、そのなかでどこを、ある意味では突破口にしてまちをどうしていくのかとい

うことは、構想のここのところではなかなか難しいという側面と、おそらくそのことをリ

ーディングプロジェクトで書かれているのは、それは問題意識としてこの計画を策定され

ている事務局としては当然おもちだからこのような組立てになっているということですの

で、そういう観点で出てきたときに、野心的にどこまで私たちも審議会として議論できる

かというのはあるのですけれども、ぜひしていく必要があるかなと思います。 
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●B 委員 今の先生のご意見に関連しますけれども、何回か前の審議会でお願いしたとこ

ろで答弁もいただいたのですけれども、市長が 4 年ごとに替わって、継続する場合もあり

ますけれども、その際に今回の総合計画の前に市長さんがすでに替わられた。その市長さ

んのマニフェストがあって、まちづくりの大きな柱を公約的にされて当然されているので

すから、この総合計画にどういう位置づけで織り込んでやってもらうのか。ちょうど事務

局からマニフェストの紹介なり、それをさせていただくという答弁をいただいているので

すが、まだそのあたりを、具体的に市長さんがどういうマニフェストなのかはっきり覚え

ていませんし、イメージが湧いていませんので、そういったところも反映するように整理

をしていかないといけないと思いますので、よろしくお願いします。たしかそういう答弁

をいただいたと思います。 

 

●事務局 最初の頃に、そういう市長のマニフェストをどう見るか。そういうことがあり

ますから今まで基本計画の 10 年を 3 年、4 年のなかで市長が替わっていったときにマニフ

ェストの考え方も入れていく。ただ、それがすべて表現されているわけでもありませんし、

また一方でマニフェストも今成熟段階といいますか、いろいろ議論が始まっているところ

です。国の政党でいうマニフェストと、二元代表制である市の首長と市議会議員さんの公

約といろいろございます。そういう意味で今、市長がいってまいりましたのも、いろいろ

なものを変えていく身近な手法を挙げて出してこられましたので、これはロードマップと

いうことで市の考え方を整理いたしました。そのものについて皆さんに、委員さんのほう

にお配りをさせていただいたのですが、それを材料に議論する場はたしかにございません

でした。 

 これからのマニフェストというのは、4 年の市長のたびに出てまいりますので、それを

どう捉えていくかということと、全体の計画をどうするか。 

 それから計画で先ほど優先順位ということがございました。やはり限られたなかでリー

ディングプロジェクトとして議論が、われわれもいろいろお話を聞いたりしておりますと、

10 年をこの 3 年で何をしようとしているのかということが見えていくきっかけが、3 年の

はじめに見えてくることが大事だなというのを今感じているところです。そのこととそれ

ぞれその時期に首長がいってこられたマニフェストを整合させながら、首長の公約も含め

た優先順位ですね。議会に報告しながら優先順位を決めていって、皆さん、市民の方、い

ろいろな方々が見られて、市が何を目指すかが見えてくるような計画と実行計画にできる

限り近づけていきたいということを当時考えて、ご説明させていただきました。引き続き、

その議論が必要であればさせていただきたいと思います。 

 

●会長 よろしいでしょうか。それではそろそろ時間ですので、もし最後にございました

ら。ではお二人からいただいて、それで終わりたいと思います。 

 

●M 委員 質問というよりも、この資料をいただいたときから気になっていたのですが、

補足資料の 2-2、「新施策体系の考え方」ということで、先ほど学校教育の問題をいろいろ

おっしゃっていただきました。そのなかで人権の問題もふれていただいていました。「住み

続けたいまち草津」はどんなまちだといったら、ここにキャッチフレーズとして書かれた
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「市民が誇れるふるさと 出会いと憧れのまち 草津」ということ、それはよくわかるの

です。ただ、これをどう実現し、どう進めていくかというキャッチフレーズとしてもこれ

を私としては取り入れていただきたいと思います。 

 たしかに道路をつくる、いろいろなこともすべて、例えば人権の問題、教育の問題、こ

れを全部含んでの話であって、ただ道路をつくればいいとかそういうことだけではなしに、

ここに書かれているすべてのことが、人がかがやくまち、これは次にも全部引っかかって

いくわけです。別々にということではなしに、これをどのように表現したらいいのかちょ

っとわからないのですが、やはりこういうキャッチフレーズが将来ビジョンとしてある。

これは単なるまちの将来ビジョンではなしに、これをつくっていく、実現していくキャッ

チフレーズでもあるとご理解いただいて取組みを進めていただければと思います。 

 ということは子育てとか高齢者の問題とか、そういうこととバリアフリーの問題、ある

いはここに書かれているいろいろな問題。これも全部関わりのあるものであって決してバ

ラバラではないということで、これをやっていく施策領域の案を書いていますけれども、

担当していただくことは当然であっても、全体としてキャッチフレーズとしてはこれを生

かしていただければと思っています。 

 

●J 委員 先ほどからリーディングプロジェクトの話が出ていて、県の基本構想を進める

なかで具体的な、何を具体化していくかということを、各部局と進めていったというのが

経過でした。実際に私自身がここでリーディングプロジェクトの、県の新しいプロジェク

トに関わって、予算と財務とガチャガチャやって、行政の人は大変だなということも勉強

しているのですが、おそらく先ほど K 委員がおっしゃったような新しい発想の、市民提案

型でもしプロジェクトをやるときに行政が主体になったら、申し訳ございませんが面白く

ないといいますか。 

 これこそが草津はものすごく市民活動や、まちの人たちのコミュニティが非常にしっか

り根づいていらっしゃるので、私たちならこのようにできるのではないかとか、福祉なら

福祉を市民活動でされてきた方の提案を行政が一緒になって予算を取って具体化してとい

う、それぞれのキーワードでそれがここにどんどん出てきたときに、先ほど D 委員が予算

のことを心配されていましたが、市民力を活用していったら非常に尐ない予算でものすご

く大きな働きをする。まさにそういう時代です。草津というのは教育でいうと地域協働合

校というまさに渦を巻こうという、教育において民と官が一緒になってやるということを

どこよりも早くされて成功されている都市ですし、それをもっと全体に広げていく。その

渦の中心が市民だと思います。 

 ですから協働という名前が乱立していて、「協働って」とおっしゃる。それをリーディン

グプロジェクトにどれだけ、市民が主体となったプロジェクトがどれだけ具体化できるか

ということが出てきたらこれはすごくすてきなものになるのかなと思っています。K 委員

のおっしゃったような、ないからこそ新しいものが創造できるという、草津の特色という

のはいちばんドキドキするデザインだなというように聞かせてもらいました。 

 

●会長 リーディングプロジェクトの中身の提案がまだにもかかわらず、それについての

いろいろな示唆があるということで、それはそれで素晴らしいなと思ってうかがっており
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ました。次回以降、またこれについても議論させていただくことになると思います。よろ

しいでしょうか。 

 

（３）その他 

平成 20 年度草津市総合計画懇話会｢基本構想に反映する懇話会の論点(要約)｣（資料 3） 

●会長 それでは 3 番目に「その他」ということで、「基本構想に反映する懇話会の論点」

ということで、時間も迫っておりますのでごく簡単にご紹介ください。 

＜事務局より資料 3 説明＞ 

 

●会長 ご紹介ということですので聞いておきたいと思います。あと何かございますか。

よろしいでしょうか。次回はまた改めてご案内ということです。6 月を予定しております

がまた至急ご案内したいと思います。 

 

３ 閉会 

●会長 そうしましたら、これをもちまして第 6 回草津市総合計画審議会を終了いたしま

す。どうもありがとうございました。 

 


